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パート労働者への健康保険の  
適用拡大について   



パート労働者への社会保険適用拡大に関する議論の経緯について  
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再チャレンジ支援総合プラン   

（平成18年12月26日「再チャレンジ支援に関する関係閣僚による会合」了承）一抜粋一  

由重宝   

3．再チャレンジ支援における重点課題  

（1）長期デフレ等による就職難、経済的困窮等からの再チャレンジ  

②労働者が安心嘲得して働けるように、労働契約法（仮称）を制定し、有期労  
働契約を含めた労働契約全般に係るルールを明確化し、また、パートタイム労  
働法の改正や！i＝ニヒ羞勉畳仝塑造会倶陰金蓮見越迭などを進めて正規・非正  

規労働者間の均衡処遇を目指す。  

○ 行動計画表   

施策名   
目標■  

支援の対象者・対象項目  行動計画  指標   予算要求   

平成18年度   平成19年度  平成20年度  

再チャレンジを支援し格差を固定  

させないといった観点にも留意し  

長期デフレ等  ながら、引き続き、総合的に検討  

による就職難、  
具体的には、まずは土ム土  同左  

経済的困窮  正規労働者   
童ム金ムにおいて一力的に  

等からの脱却   ．、から意、又行‾など  
土Aの適ム大が患王で  

るよ－．、との享。整に桑める．  
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短時間労働者への健康保険の適用について  

【健康保険の被保険者】  

※ここでいう「収入」には給与の他、資産所得等、継  

続して入る収入が含まれる（資産所得、事業所得等  
経費を要するものについては必要経費控除後）。  
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パ ー ト 労 働 者 へ の 健 康 保 険 の 適 用 拡 大 に つ い て  
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パート労働者が健康保険に加入した場合の給付と負担の変化のイメージ  

○ サラリーマン世帯（世帯主は健康保険の被保険者、世帯員はその被扶養者）が適用拡大の   

対象となる場合には、保険料負担は上昇するが、非正規雇用者（パートヤアル／くイト）が中   

心的な稼ぎ手である世帯（国民健康保険加入）においては、保険料負担は減少する。なお、   

育児休業中は保険料が免除される。  
○ いずれのケースにおいても、健康保険への加入により、新たに以下の給付が受けられる。  

・傷病手当金：日給の6割（平成19年度から2／3）相当額、支給期間は最長1年6か月間   
■出産手当金：日給の6割（平成19年度から2／3）相当額、支給期間は約100日間  

・付加給付：一部負担還元金、家族療養付加金等、健康保険組合が独自に実施  

【報酬月額10万円の場合の例（加入期間は問わない）】  

保険料負担の変化（※1・2・3）   

（対象となる世帯単位）  

被保険者資格の変化  

（対象となる世帯の例）  
給付の変化等  

健保被扶養者 → 健保被保険者  
（例．サラリーマンの妻）  

年間約5．5万円増  

・傷病手当金：満額受給の場合、  
約107万円  

一出産手当金：満点受給の場合、  
約20万円  

■一部負担還元金等の付加給付  

・育児休業中は保険料が免除  

（配偶者がいる世帯：自営業者の妻）  

年間約4千円増  国保被保険者 → 健保被保険者  
（例．自営業者の妻  

ひとり親［母子家庭等］等）  （配偶者がいない世帯：ひとり親［母子家庭等］）  

年間約4千円減（※4）  

国保被保険者 → 健保被保険者  
とその被扶養者  

（例．非正規雇用世帯の夫妻）  

年間約3．2万円減  

※1介護保険料負担の変化を含む。ただし、適用拡大の対象となる者が40歳未満の場合は介護保険料の負担はない。  

※2 健康保険における保険料率は、政府管掌健康保険の場合：9．43％（一般保険料率8．2％、介護保険料率1．23％）で計算。なお、   

組合健康保険における保険料率の平均は約8．5％（一般保険料率約7．5％、介護保険料率約1．0％）  

※3 事業主の保険料負担はいずれのケースにおいても年間約5．5万円増。  

※4 2人世帯（親1人子1人）の場合。3人世帯（親1人子2人）の場合は、年間約1．7万円減。  
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